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1. はじめに 

三角ロジックは，自然言語で記述された論述の構造

を(1)根拠，(2)結論，および根拠から主張を導けること

の理由となる(3)論拠，の三つの要素で図的に記述する

方法であり，これまでにも教育現場で盛んに活用され

ている[鶴田 2017，難波 2018]．三角ロジックを記述

することは，論理構造の外在化であり，自身にとって

はメタ認知の補助，他者にとってはその論理の共有化・

対象化の補助となる．このことは，自他の論理的思考

の促進及び育成につながると期待できる．しかしなが

ら， 従来の三角ロジックは，言語的な意味での論理構

造となっており，推論としての妥当性を客観的に検証

できるものとはなっていなかった．これは，その論理

に対して疑問が提示された場合，その論理の妥当性の

客観的な説明ができないことを意味している． 

本研究では，従来の言語的な論理構造に関する三角

ロジック（以下では言語的三角ロジック（Linguistic 

Triangle Logic: TLT）と呼ぶ）に対して，命題の主題

共有化，自明論拠の設定，許容命題の明示化，によっ

て推論としての妥当性検証可能化した三角ロジックを

提案する．推論の妥当性（Validity）の検証は，論理的

な論述の生成や自他の論述の論理的・批判的解釈にお

いて重要な役割を果たしており，この活動が可能な三

角ロジックは，論理的思考の学習におけるその活用場

面の拡大・深化が期待できる．本稿では妥当性検証可

能な三角ロジックは，推論結果も含めると演繹構造を

持つことになることから*1，本稿では演繹的三角ロジ

ック(Deductive Triangle Logic: DTL)と呼ぶ． 

本稿では，学習を目的とした論述の論理構造に関す

る関連研究を紹介したうえで，演繹的三角ロジックの

枠組みを説明する．演繹的三角ロジックでは，まず，

三角ロジックを構成する命題の主題を統一する（主題

共有命題化）．次に，論理的論述において必須要素であ

る根拠と結論に対して，自明に構成される論拠，つま

り根拠から結論が導かれることを直接記述した命題，

*1：結論も含めた演繹構造としてはモーダスポネンスお

よびマルチモーダスポネンスのみを取り扱っている．4

章で述べる論理問題の分析で，この範囲でも有用性が

あることが確認できている． 
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を設定する（自明論拠設定）．そして，この自明論拠命

題を形式的に導くために使われる命題を明示的に設定

する（許容命題明示化）．図１は TLT の例であり，こ

の論述に対応する DLT が図 2 にとなる．図２は，主

題として「部屋」を持った命題のみで構成されており

（主題命題共通化），根拠から結論が導かれるとする自

明論拠が設定されており（自明論拠設定），その自明論

拠を導く三つの許容命題が明示化(許容命題明示化)さ

れている． 

本稿では，TLT を用いて論理思考の調査に使われて

いる問題を記述可能であるか，および，その記述が有

用性を持つかも検証したので報告する．TLT はその処

理が暗黙的であったため，学習者が論理的思考の手本

にできる範例とはなっていなかった．これに対して，

DLT に対しては客観的で明示的な論理処理を定義す

ることができるので，学習者が手本にできる範例とな

りえると考えている．DLT は知識工学的な記述となっ

ていることから，本稿では知識工学的範例化と呼ぶ． 

2. 関連研究 

2.1 論理的思考の定義 

井上は論理的思考を狭義から広義に三段階に分類し，

より狭義の二つを，「(1)形式論理学の諸規則に従った

推論のこと，(2)筋の通った思考，つまりある文章や話

が論証の形式（前提―結論，または主張―理由）とい

った骨組み）を整えていること」，としている[井上 

1989]．このような論理的思考の定義は国際的にも共

通のものであり，最狭義である(1)を満たすものを形式

論理，(2)のみを満たすものを非形式論理と呼ぶことが

多い[Johnson 1999]．上記(2)では論証の形式が二つの

要素で表現されているが，これは 2 項立論（two-clause 

argument）と呼ばれており，この 2 項立論を対象とし

た論理思考問題演習のシステム化も行われている

[Britt 2007; Larson 2009]．しかしながら，これらの

研究においても形式だけではなく前提から結論が導け

るかどうかが論理的であるために重要であることは指

摘されており，前提と結論に加えて論拠で構成される

立論（3 項立論）も演習化の対象となっている．この 3

項立論の図的表現法が三角ロジックとなる．  

2.2 論拠の重要性 

井上は 2.1 で述べた論理的思考の定義に関連して，

「現実には(1)についてはあまり自覚されず，(2)のよう

な論証の形式にレイアウトされていればそれでよしと

する（その段階にとどまる）ことが多いのです．（中略）．．

結論や主張の根拠となっていることがらについて，そ

れがその主張の必然性を裏付けているかどうか，前提

と結論の間に論理的必然性があるかどうかというとこ

ろまではあまり議論されていないようです」[井上 

1989]としており，論拠の吟味が十分でない実情とそ

の重要性の指摘している．光野は，国語科における論

述に関して，論拠は常識としてしばしば省略されるが，

論述が高度になり，内容の専門性や独自性が高まって

くると論拠の省略が許されなくなってくると指摘して

いる[光野 2005]． [Govier 1999；道田 2003；難波 

2014]なども(2)の形式があれば論理的であるといって

よいことを認めつつ，論拠の吟味が重要であることを

指摘している．Toulmin モデル[Toulmin 1958]におい

ても，根拠と結論で論理構造はできるといえるものの，

論理として適切といえるかどうかは論拠に依存するこ

とを指摘しており，これらの三つの要素が主要要素で

あることを認めている．三角ロジックは重要であるに

もかかわらず，しばしば省略されてしまう論拠を明示

的に記述することを促している点で，有用性があると

いえる． 

2.3 論拠の文脈依存性 

論拠が根拠から結論を導く上で適切なものとなって

図１ 従来の三角ロジックの例 

図２ 妥当性検証可能化した演繹的三角ロジックの例 
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いるかどうかは，文脈に依存して決まることがこれま

でにも指摘されており[Machina 1985; Johnson 2006]，

[Toulmin 1958] で は ，“ Warrants are unstated 

assumptions that arguer assumes are already 

acceptable to the audience”として論拠が認めうるか

どうかは立論を解釈する文脈に依存することを認め，

この依存性を field-dependentと呼んでいる．難波は，

解釈者の納得という観点から，この文脈依存性をより

詳細に論じている[難波 2014]．これらの指摘は，論拠

の妥当性がどのような命題を許容しているかに依存す

ることを示している．本研究では，次章で述べるよう

に，根拠と結論を直接的に結び付ける論拠である「自

明論拠」と，その自明論拠を導くために用いる命題と

しての「許容命題」を明示化することで，論拠の文脈

依存性を取り扱う． 

2.4 命題解釈の重要性 

立論に関する諸研究も，論理構造の構成要素は命題

であるとしているが，自然言語文から命題をどう取り

出すかに関してはほとんど言及されていない．本橋は

自然言語からの命題の取り出しが自明なものではない

ことを指摘し，その取り出しを命題解釈と呼び，以下

のような手順を提案している[本橋 2002]． 

「個々の命題 A は何かについての主張の表現とみな

すことができる．この何かを主題と呼び，命題 A から

その主題ａを削除すると，欠損を持った不完全な命題

ができる．その欠損部分に適当な変数ｘを代入すると，

変数ｘの条件 P(x)ができる．すると，命題 A は「ａが

Ｐ（ｘ）を満たしている」という主張とみなせるこの

行為を命題の解釈といい，ａをこの解釈の主題，P(x)

を命題 A の主題ａの下で解釈して得られる条件」とい

う」 

大塚は，この命題解釈が学習者にとっては自明なもの

ではなく，立論の論理的解釈における困難さの原因に

なっていることを指摘している[大塚 2020]．論理構造

はそれを構成する命題によって違ったものになること

から，立論の妥当性を検証するうえで，どのような命

題を取り出したうえでの検証であるかを明示化するこ

とは不可欠である．自然言語の立論から命題を取り出

す手順を明示化した研究は他に見当たらず，本研究で

はこの方法を採用する．この命題解釈法を用いること

で，立論に対する論理構造を構成する命題の主題を明

示的に共通化することが可能になることから，この方

法で取り出された命題を本研究では主題共通命題と呼

んでいる．LTL では，図 1 に示すように，命題がどの

ような共有の主題を持っているのかは暗黙的であり，

論理的な処理の対象とすることが難しい．DTL では図

２に示すように，共通の主題を「部屋」としたうえで，

根拠・結論命題としてそれぞれ，室温 30 度（部屋），

窓を開ける（部屋）を取り出し，さらに 3.2 で述べる

自明論拠として“室温30度(部屋)→窓を開ける（部屋）

“を設定し，さらに三つの許容命題を主題共有命題と

して設定することで，自明論拠を導くことが可能とな

っている． 

2.5 平嶋らの三角ロジック 

平嶋らは，組み立てられた三角ロジックの自動診断・

フィードバックを備えた組み立て演習をシステム上で

実装し，学習効果の検証も行っている[北村 2017]．し

かしながら，この演習では三角ロジックの構成要素と

なる命題はあらかじめ部品化し，形式論理として解釈

可能なものとして用意しており，根拠：ｐ（もしくは

ｐ→ｑ），結論（ｑ（もしくはｐ→ｒ），論拠：ｐ→ｑ

（もしくはｑ→ｒ）に対応するもののみを扱っていた．

したがって，表現形式は三角ロジックであるが，内容

は形式論理であったといえる．このため，言語的な立

論を直接扱えるものではなかった．本研究は，言語的

な立論からその妥当性を検証できる三角ロジックを組

み立てる枠組みの実現を目指すものである．  

3. 三角ロジックの妥当性検証可能化 

3.1 言語的三角ロジック（LTL）の課題 

LTL は，根拠，結論，論拠の明示的を求めており，

それを明示化すること自体が論理的思考を促すととも

に，その構造を外在化・共有化したうえで話し合うこ

とが可能になることから，その教育・学習上の意義は

大きいといえる．LTL では，論拠が根拠から結論を導

く妥当性を保証しているかどうかについては，その立

論を解釈する文脈に暗黙的に任されていたといえる．

本章ではこの妥当性を検証可能化するために DTL が

取り入れている自明論拠，主題共通命題，許容命題に

ついて本章で述べる． 
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3.2 自明論拠 

論理的であるためには，根拠と結論は不可欠である．

そして，根拠と結論があれば，「根拠から結論が導かれ

る」とする論拠が存在するはずである．[Toulmin 1958]

でも，根拠 D から結論 C が導かれるならば，”if D then 

C”という論拠が存在することになる，と指摘している．

したがって，立論が妥当であるためには，「根拠から結

論が導かれる」とする自明な論拠が存在し，それが妥

当であることが必要となる．本稿では，根拠と結論が

示された時点で自明に存在する論拠を「自明論拠」と

呼ぶ．図２の DTL では，“室温 30 度(部屋)→窓を開け

る（部屋）“が自明論拠となっている． DTL では，こ

の自明論拠を，文脈において存在が許容される他の命

題から導くことで，その妥当性を検証する．許容され

る他の命題を許容命題と呼び，3.4 で述べる．  

3.3 主題共通命題 

論理構造が形式的に処理されるうえで，構成要素と

なる命題が共通の主題に対してのものであることが必

要となる．この共通の主題を明示化した命題を主題共

通命題と呼ぶ．図 1 の三角ロジックを構成する命題で

は，その共通の主題は暗黙的である．これを明示的に

するうえで，2.4で述べた本橋の命題解釈法を用いる．

図２の場合，主題を「部屋」として，根拠，結論，そ

して自明論拠を設定している．なお，この命題解釈は

一意に決まるわけでないことはすでに指摘されており，

設定した命題によって許容命題も異なったものとなる． 

3.4 許容命題 

2.3 で述べたように，論拠は多くの場合，文脈依存な

ものであり，論拠の妥当性を検証するためには，対応

する文脈を明らかにする必要がある．ここでは，許容

される命題群としてその文脈を明示化する．したがっ

て，どのような命題が妥当なものとしてあらかじめ合

意されているかによって，自明論拠の検証は異なった

ものとなる．例えば図 2 の場合でも，自明論拠がその

まま許容命題であれば，他の許容命題は不必要となる． 

許容命題を設定するためには文脈を解釈する必要が

ある．４．で述べる論理思考問題の場合，問題中に許

容命題として利用可能な情報が記述されていることが

確認できる．LTL が記述されている場合には，そこで

用いられている論拠は，DTL の許容命題の設定のため

の文脈情報として利用可能である場合が多い．図 1 と

の場合，LTL の論拠「窓をあげれば室温が下がり，快

適になる」から，若干の常識を用いて「暑くて不快（部

屋）」，「温度を下げる（部屋）」，といった単純命題を設

定でき，この単純命題と根拠命題および論拠命題との

組み合わせで DTL の許容命題が設定できている． 

4. 既存の論理的思考問題の記述・分析 

4.1 概要 

DTL の有用性を検証するために，既存の論理的思考

問題の記述・分析を試みた．対象問題は，国立教育政

策研究所が実施した「特定の課題に関する調査（論理

的な思考）」[国立教育政策研究所 2013]を用いた．こ

の調査の構成する問題は表１であり，このうち，(4)-(6)

の一般的形式に属する問題（計 12 問）が演繹的構造を

持った立論となっていると判断し，対象とした．結果

として対象全問に対して DTL を適切に記述すること

ができ，その記述が問題やその解説において暗黙的で

あった前提などを明示化しているとの知見を得た．以

下，紙面の都合上，幾つかの事例的を紹介する．節タ

イトルは各調査問題に与えられているラベルである． 

4.2 一般 A(1)問 1(2)：(4)関係・洞察 

4.2.1 問題の内容(1) 

当該の問題の主旨は，「数学的な話題である 3 の倍

数について正しくない三段論法の推論を示し，その推

論が正しくない理由を問う」と説明されている．問題

文として，「次の推論は正しくない．なぜ正しくないと

いえるか，その理由を答えなさい．3 の倍数を２つ加

えて得られる数は 3 の倍数である．ａとｂはいずれも

表１ 調査問題の分類 
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3 の倍数ではない．ゆえに，ａとｂを加えて得られる

数は３の倍数ではない」が与えられている．この立論

を DTL で記述する． 

4.2.2 論理構造(1)  

 ａとｂという二つの数に関する論述になっているこ

とから，主題を「ａとｂ」とする．これを主題とする

と，「根拠：いずれも 3 の倍数ではない（ａとｂ）」，「結

論：加えて得られるのは３の倍数ではない（ａとｂ）」，

を設定することができる．したがって自明論拠は，「い

ずれも 3 の倍数ではない（ａとｂ）→加えて得られる

は 3 の倍数ではない（ａとｂ）」となる．また，この問

題では「3 の倍数を２つ加えて得られる数は 3 の倍数

である」という命題が明示的に与えられているので，

共通主題命題化すると，「いずれも 3 の倍数である（Ｘ

とＹ）→加えて得られる数は 3の倍数である（ＸとＹ）」，

を得ることができる．これは問題において認められて

いる命題であり，許容命題とみなすことができる．こ

の許容命題を裏命題に変換し，変数を「ａとｂ」に具

体化すると，自明論拠を導くことができる．裏命題へ

の変換は前件否定の誤謬となっており，この立論は誤

謬を含んだ論理構造を持っていると説明できる（図３）． 

4.2.3 考察(1) 

該当問題の調査結果は，正答率 56％となっているが，

論理構造の不備（裏命題を用いたことによる誤謬）の

指摘（正答 1）は 1.7％に過ぎず，結論に対する反例を

あげた回答（正答２）が 40.3%，単に主張が間違って

いるとの回答（正答３）が 14.0%と報告されている．

問題文は三段論法を示したうえで推論の正しくない理

由を求めているので，三段論法の不備を指摘する正答

１を期待していたと推定できる．しかしながら，大多

数を占める正答２，３は結論のみから導けるため，問

題で示されている三段論法は参照する必要がない．つ

まり，問題で提示された論理構造の吟味を行っていな

い回答が学習者の回答の大部分を占めていることにな

り，論述の論理構造の吟味が学習者にとって当然とい

える活動にはなっていないことが示唆される．なお，

調査結果ではこのような考察は行われていない． 

4.3 一般 A(1)問 2：(4)関係・洞察 

4.3.1 問題内容(2) 

当該問題は，「携帯電話の利用時間と学習成績に関す

る相関関係のデータを基に，それらの因果関係を述べ

るために，更に必要なデータを答える」ものとされて

いる．問題中では，ある生徒（生徒１）の発言として，

「家での携帯電話の利用時間が長いと，家で勉強する

時間が少なくなる．家で勉強する時間が少なくなると，

学習成績が悪くなる．ゆえに，家での携帯電話の利用

時間が長いと成績が悪くなる」という因果関係が述べ

られており，それに対する別の生徒（生徒２）の発言

として，「「家での携帯電話の利用時間が長いと成績が

悪くなる」と判断するためには，示されているデータ

だけでは不十分だよ．さらに別のデータが必要だと思

う．」が示され，「問い：別のデータとしてどのような

データ必要か」が設定されている．この問題は，生徒

1 が示した因果関係を裏付けるのに必要なデータを答

える問題と捉えることができる． 

4.3.2 論理構造(2) 

図４は，生徒２の発言中の「家での携帯電話の利用

時間が長いと成績が悪くなる」を２項立論として捉え

たうえで，生徒 1 及び生徒２の発言を DTL で記述し

たものである．生徒 1 の発言は二つの許容命題を用い

て生徒２の 2項立論の自明論拠を導出したものとなっ

ている．生徒２の後半の発言及び問いは，生徒１の提

示した許容命題に対してのデータを要求しているもの

となっている．  

4.3.3 考察(2) 

正答率は 85.5%と報告されているが，図４の二つの

許容命題を明示的に指摘した正答（正答１）は，14.8%

図３ 論理思考問題の DTL(1) 図４ 論理思考問題の DTL(2) 
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となっている．その他の正答は，「「家での勉強時間」，

「睡眠時間」，「テレビを見る時間」，「ゲームを する時

間」，「塾での勉強時間」など，家庭生活に関する１次

元データを 解答しているもの」とされている．「「家で

の携帯電話の利用時間が長いと成績が悪くなる」と判

断するため」に必要なデータを考えた場合，その他正

答は妥当なものと考えられるが，問題で与えられてい

る生徒の発言から論理構造を組立てれば，正答１が導

かれることを考えれば，その他正答は問題で与えられ

ている論理構造が十分には吟味されていないものと解

釈できる．この結果も 4.2 と同様に，論述に対する論

理構造の吟味が十分に行われていないことを示唆して

いる． 

4.4 一般 A(4)：(5)仮説・検証 

4.4.1 問題内容(3) 

問題の趣旨は，「前提となる資料から必要な情報を取

り出して仮説を立て，必要な資料を基にその妥当性を

検証することができるかどうかをみる」とされている．

設問では，「私は，この 30 年間で販売されてきた自動

車の台数と品質に関係があると思います。つまり，

〔 ① 〕ので事故件数と負傷者数はなかなか減らなか

ったけれども，〔 ② 〕ので死者数は減ってきたという

ことです。」という発言について①と②を記述で埋める

ことが求められている．これは，①および②をそれぞ

れ根拠とする二つの立論を設定する問題と捉えること

ができる． 

4.4.2 論理構造(3) 

命題解釈において主題を「自動車」とすると，二つ

の立論の結論は，それぞれ「事故件数と負傷者数がな

かなか減らない（自動車）」，「死者数は減ってきた（自

動車）」となり，これに対応する根拠が求められる．こ

こで，最初の文に着目すると，「自動車の台数」および

「自動車の品質」という概念が提供されており，これ

を用いて立論することが示唆されている．ここで暗黙

的ではあるが常識を用いて，自動車の台数の増加が事

故数の増加に関係し，事故数の増加は負傷者数の増加

に関係すること，そして，品質の向上が死者数の減少

に関係する，と考えると，「台数が増える（自動車） → 

事故件数と負傷者数は減らない（自動車）」，「品質が向

上する（自動車） → 死者数は減る（自動車）」を得

ることができ． 

この問題の解決過程を DTL で説明すると，与えら

れた結論に対して，許容命題となる自明論拠を見つけ

れば，根拠を見つけることができる課題となっている．

そして，許容命題の前件に利用可能な概念が「自動車

の台数と品質に関係があると思います」とする文で提

供されていると解釈できる．この問題では結論と論拠

から根拠を求めているので，推論としては仮説推論と

なる．このことがこの問題が仮説・検証として分類さ

れている理由と考えられる．  

4.4.3 考察(3) 

①，②のぞれぞれの正答率が 58.1%，72.2%となっ

ており，好ましいとされる正答の率も，50.6%，68.0%

となっており，比較的正答率の高い問題になっている

といえる．しかしながら，推論の形式としては仮説推

論となっているが，根拠命題に利用するべき概念が与

えられており，それらの組み合わせとして根拠となる

命題を導いているため，演繹推論との違いは意識する

必要がない課題となっている．論理的思考において，

演繹推論と仮説推論の違いを知ることが重要であると

いえ，仮説を取り扱う課題としては，この違いを意識

する必要がある課題の設計が必要と考えられる． 

4.5 一般Ｂ(6)：(6)議論・論証 

4.5.1 問題内容（4） 

問題の趣旨は，「根拠を明確にしたり，論拠の妥当性

を評価したりすることができるかどうかを見る」とさ

れている．問題では，生徒 1 の「北高校も東高校も 5

月開催になった．だから南高校も 5 月にするといいと

思うな．市内の高校が同じ時期に開催すれば市外から

来るお客さんも増えるだろうし，A 市全体が盛り上が

るんじゃないかな．」という発言に対して，生徒２「で

も，南高校に来るお客を増やしたいなら，むしろ他の

高校と違う時期のほうがよくないか．」との発言があり，

生徒１の発言が説得力を持たない理由を選択肢から二

つ選ぶものとなっている．正答とされる選択肢は，選

択肢１：他校と同じ時期に開催すれば市外からのお客

さんが増えると考える根拠が明確でない，選択肢２：

市外から来るお客さんが増えたとしても，南高校に来

る人も増えると考える根拠が明確でないから，である． 
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4.5.2 論理構造（4） 

主題を「5 月開催」，根拠命題：他校と同時期開催（5

月開催），結論命題：南校への来客増（5 月開催）とす

ると，選択肢１，２は，自明論拠を導く許容命題とし

て図５のような DTL を記述できる．つまり，許容命題

に合意できていないことを指摘するのがこの問題と解

釈できる． 

4.5.3 考察（4） 

正答率 50.4%となっており，比較的正答率の高い問

題といえる．解説では明記されていないが，DTL では，

選択肢 1 と選択肢 2 が独立したものではなく，この二

つで自明論拠が導かれるという関係を持ったものとし

て説明できる．この問題では，二つの選択肢がどちら

も選ばれて初めて配点される設定になっており，この

二つの選択肢の関係を意識したうえでの設問になって

いると推定できる． 

4.6 全般的な考察 

分析の結果，対象とした論理思考問題は，DTL とし

て妥当性検証可能な形で記述できる要件を備えている

ことが確認できた．一般的な立論の場合，命題解釈や

許容命題において曖昧性や多様性が存在するが，今回

分析の対象とした問題においては，問題文中に命題解

釈や許容命題を誘導・示唆する情報が提供されており，

それを利用すれば，命題解釈や許容命題の曖昧性は解

消されるといえる．今回調査対象としたのは採点法ま

で公開されている調査問題であり，採点上の高い客観

性が求められるものであった．このため，問題の形式

としては比較的長い論述であり，明らかに非形式論理

に属するといえるにもかかわらず DTL によって記述

できる要件を満たしていることは，客観的な判定可能

性が求められていたからであると判断している． 

さらに，この調査は論理的思考の大規模な調査とし

て広く認められており，客観的判定可能性が調査の問

題点となっていないことから，客観的判定可能である

ことは論理的思考の課題として特に問題なく認められ

ているといえる．なお，本稿で対象としなかった問題

は，数学的な処理によって答えを導くものであり，客

観的判定可能性のより高い問題であったといえる． 

学習者の回答に関しては，正答であると判定されて

いる場合においても，問題が提供している論理構造を

踏まえたものとはなっていない場合が見受けられた

(4.2 および 4.3 の事例)ことは，問題文を読解して論理

構造を取り出す，という活動（以下ではこれを論理的

読解と呼ぶ）が多くの被験者にとって当然の活動とな

っていないことを示している．演繹的三角ロジックは，

このような論理的思考，特に論理的読解を手順化する

枠組みとなっている．したがって，演繹三角ロジック

に基づく演習を実装できれば，論理的思考・読解の習

得方法の改善に貢献する可能性を含んでいると期待で

きる． 

5. 演習活動の設計 

演繹三角ロジックの枠組みに従った論述の妥当性検

証を行うためには，（1）命題解釈，（2）自明論拠設定，

（3）自明論拠再構成，を段階的に行う必要がある．命

題解釈は，(1-1)主題設定，(1-2)主題共通根拠・結論命

題設定，の二つの段階で構成さる．自明論拠設定は，

(1)が結果として自動的に決まるので，実質は自明論拠

を確認するだけとなる．自明論拠再構成は，(3-1)許容

命題設定，(3-2)許容命題組立て，の二つの段階で構成

される．  

これらの活動を計算機システム上で診断・フィード

バックを備えた演習として実現する方法を検討する．

まず対象となる論理思考問題に対して，DTL の作成が

必要となる．この作成過程で，DTL を構成する命題だ

けでなく，その命題を構成する要素概念も抽出される．

例えば，４．４の問題では，「私は，この 30 年間で販

売されてきた自動車の台数と品質に関係があると思い

ます。」という一文から，台数，品質，という要素概念

を抽出することで DTL が構成されている．これらを

行うことで，命題を構成する主題と述語の候補リスト

が得られるので，(1-1)を主題候補リストからの選択課

題，(1-2)を述語候補リストからの述語の選択としての

図５ 論理思考問題の DTL(3) 
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命題作成と根拠・結論への割り当て課題，(3-1)を許容

命題としての述語候補リストからの述語の選択として

の命題作成課題，(1-2)によって設定された自明命題を

(3-1)で設定された許容命題で導く三角ロジックを組

立てる課題，とすることができる．(1-1)や(3-1)の命題

組立て課題は，情報不足課題を対象として実装してい

る命題組立て活動[中野 2021]を適用可能である．また，

4.4 で取り扱った裏命題の作成も，三角ロジックにお

ける誤謬の取り扱いの試み[沖永 2021]を適用可能と

考えている． 

6. まとめ 

本稿では，形式的な妥当性検証可能な三角ロジック

として DTL を提案した．さらに，この枠組みで既存の

論理的思考問題を分析し，妥当性検証可能な三角ロジ

ックが記述できることと，この記述により問題を分析

することで有用な知見が得られることを示した．今後，

DTL をベースとした論理的思考の演習を設計・実装し，

LTL や平嶋らの形式的三角ロジック組立演習との比

較においてその学習効果を検証していく予定である．

なお，北村らは仮説推論を三角ロジックにおいて取り

扱うことができると指摘しているが[北村 2017]，仮説

推論となっている論述を DTL で表現すると，LTL の

結論，つまり言語的な結論が DTL の根拠もしくは論

拠に配置されることになる．このこと自体は演繹推論

と仮説推論の性質を知るうえで必要なことであると考

えられるが，学習者の活動としてどのように設計する

かは今後の課題となっている． 
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